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北九州市地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第５号 

北九州市地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正する条例 

北九州市地方独立行政法人評価委員会条例（平成１６年北九州市条例第６１

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   公立大学法人北九州市立大学評価委員会条例 

第１条中「第１１条第３項」を「第１１条第４項」に、「北九州市地方独立

行政法人評価委員会」を「公立大学法人北九州市立大学評価委員会」に改める

。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の北九州市地方独立行政法人評価委員会条

例の規定に基づき北九州市地方独立行政法人評価委員会（以下「旧委員会」

という。）の委員又は臨時委員に任命されている者は、この条例の施行の日

において、それぞれ改正後の公立大学法人北九州市立大学評価委員会条例の

規定に基づき公立大学法人北九州市立大学評価委員会（以下「新委員会」と

いう。）の委員又は臨時委員に任命されたものとみなす。この場合において

、新委員会の委員に任命されたものとみなされる当該委員の任期は、旧委員

会の委員の任期満了の日までとする。 
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北九州市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第６号 

北九州市職員定数条例の一部を改正する条例 

北九州市職員定数条例（昭和３８年北九州市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「５，７００人」を「５，６５５人」に改め、同項第

１１号の次に次の１号を加える。 

 （１２） 公営競技局の職員 ４５人 

付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日 あああああああああああああああああああああ

北九州市長 北 橋 健 治ああ

北九州市条例第７号あああああああああああああああああああああああああ

北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。ああああああああああああああああああ

第３条第１項第１号中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改め

、同項第２号中「１００分の９５．７」を「１００分の９２．０７」に改め、

同項第３号中「１００分の１３９．２」を「１００分の１３３．９２」に改め

、同項第４号中「１００分の１７４」を「１００分の１６７．４」に改め、同

項第５号中「１００分の１３９．２」を「１００分の１３３．９２」に改め、

同項第６号中「１００分の１０４．４」を「１００分の１００．４４」に改め

る。

第６条第１項第１号中「１００分の１３０」を「１００分の１２５．０６８

」に改め、同項第２号中「１００分の１４２」を「１００分の１３６．６１４

」に改め、同項第３号中「１００分の１５５」を「１００分の１４９．１２２

」に改め、同項第４号中「１００分の１９０」を「１００分の１８２．７９７

」に改め、同項第５号中「１００分の１４７」を「１００分の１４１．４２７

」に改め、同項第６号中「１００分の１４３」を「１００分の１３７．５７５

４」に改め、同項第７号中「１００分の７９」を「１００分の７５．９８８４

」に改める。

第６条の４及び第６条の５各号中「４９．５９」を「４７．７０９」に改め

る。

付 則あああああああああああああああああああああああああああああ

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）

２ 北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成２７年北九州

市条例第５４号）の一部を次のように改正する。

付則第２項中「旧条例第２条の４から第６条の８まで及び」を「北九州市

職員退職手当支給条例（以下「条例」という。）第２条の４から第６条の６

まで及び第６条の８並びに旧条例第６条の７並びに」に、「新条例第２条の

４から第６条の８まで及び」を「条例第２条の４から第６条の６まで及び第

６条の８並びに新条例第６条の７並びに」に改める。
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北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第８号ああああああああああああああああああああああああ

   北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の項第２号中「並びに食品衛生検査所に勤務する一般技術員」を削

「          「

 」          」

食品衛生検査所に勤務する一般技術員を除く。）」を削る。

   付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

臨床検査技師

及び衛生検査

技師

 従事した１

日につき３

３０円

一般技術員

 従事した１

日につき１

９０円

従事した１日

につき３３０

円

り、 を に改め、同項第３号中「（
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第９号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例

 北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

 別表中

「

（５８

）の４

土壌汚染対

策法第２３

条第１項の

規定に基づ

く汚染土壌

処理業の変

更の許可の

申請に対す

る審査

１件につき

２２２，０

００円

                                 」

「

（５８

）の４

土壌汚染対

策法第２３

条第１項の

規定に基づ

く汚染土壌

処理業の変

更の許可の

申請に対す

る審査

１件につき

２２２，０

００円

（５８

）の５

土壌汚染対

策法第２７

条の２第１

項の規定に

基づく汚染

１件につき

７０，００

０円

を
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土壌処理業

に係る譲渡

及び譲受の

承認の申請

に対する審

査

（５８

）の６

土壌汚染対

策法第２７

条の３第１

項の規定に

基づく汚染

土壌処理業

に係る法人

の合併又は

分割の承認

の申請に対

する審査

１件につき

７０，００

０円

（５８

）の７

土壌汚染対

策法第２７

条の４第１

項の規定に

基づく汚染

土壌処理業

に係る相続

の承認の申

請に対する

審査

１件につき

７０，００

０円

                                 」

に改め、同表第５９号の９中

「             「

１件につき

７５，０００円
を

１件につき６７，００

０円
に

            」             」

改め、同表第８１号中「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書又は

に
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第１３項ただし書」に改め、同表第８３号の２、第８４号、第９０号、第９４

号及び第９５号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同表第９６号の２中「第

４８条第１３項」を「第４８条第１４項」に改め、同表第９８号の３及び第１

０５号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同表第１０８号中「第２５条の４

第１６項」を「第２５条の４第１７項」に改め、同表第１２６号中「５３０，

０００円」を「５７０，０００円」に、「８３０，０００円」を「８８０，０

００円」に、「１，０１０，０００円」を「１，０７０，０００円」に、「１

，１２０，０００円」を「１，２００，０００円」に、「１，４２０，０００

円」を「１，５２０，０００円」に、「１，６６０，０００円」を「１，７８

０，０００円」に、「３，８８０，０００円」を「４，０７０，０００円」に

、「５，１００，０００円」を「５，３４０，０００円」に、「６，２９０，

０００円」を「６，４９０，０００円」に、「１，１３０，０００円」を「１

，１８０，０００円」に、「１，３４０，０００円」を「１，４１０，０００

円」に、「１，５００，０００円」を「１，５８０，０００円」に、「１，８

３０，０００円」を「１，９４０，０００円」に、「２，１４０，０００円」

を「２，２６０，０００円」に、「４，３５０，０００円」を「４，５５０，

０００円」に、「５，５７０，０００円」を「５，８２０，０００円」に、「

６，７７０，０００円」を「７，０７０，０００円」に、「５，７５０，００

０円」を「５，９３０，０００円」に、「７，２５０，０００円」を「７，４

７０，０００円」に、「１０，７００，０００円」を「１０，９００，０００

円」に改め、同表第１３８号中「４１０，０００円」を「４２０，０００円」

に、「５４０，０００円」を「５６０，０００円」に、「７００，０００円」

を「７３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に

、「１，０４０，０００円」を「１，０９０，０００円」に、「１，６００，

０００円」を「１，６６０，０００円」に、「１，８２０，０００円」を「１

，９００，０００円」に、「２，０３０，０００円」を「２，１２０，０００

円」に、「４９０，０００円」を「５３０，０００円」に、「６３０，０００

円」を「６８０，０００円」に、「９９０，０００円」を「１，０３０，００

０円」に、「１，３１０，０００円」を「１，４１０，０００円」に、「１，

７２０，０００円」を「１，７８０，０００円」に、「３，３２０，０００円

」を「３，４３０，０００円」に、「４，０６０，０００円」を「４，１９０

，０００円」に、「４，６５０，０００円」を「４，８００，０００円」に、

「９，１００，０００円」を「９，３２０，０００円」に、「１２，４００，

０００円」を「１２，６００，０００円」に、「１７，０００，０００円」を

「１７，３００，０００円」に改め、同表第１４０号中「３１０，０００円」
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を「３２０，０００円」に、「４３０，０００円」を「４６０，０００円」に

、「７２０，０００円」を「７５０，０００円」に、「９６０，０００円」を

「１，０２０，０００円」に、「１，２１０，０００円」を「１，３００，０

００円」に、「２，９５０，０００円」を「３，１５０，０００円」に、「３

，６２０，０００円」を「３，８７０，０００円」に、「４，１７０，０００

円」を「４，４６０，０００円」に、「２，６６０，０００円」を「２，６９

０，０００円」に、「３，１９０，０００円」を「３，２３０，０００円」に

、「４，７９０，０００円」を「４，８３０，０００円」に改め、同表中

「

（１４

０）の

１２

火薬類取締

法施行令第

１６条第１

項第１号の

規定に基づ

く火薬類取

締法第３５

条第１項に

規定する特

定施設に係

る保安検査

又は同項の

規定に基づ

く火薬庫に

係る保安検

査

１件につき

４１，００

０円

                                 」

「

（１４

０）の

１２

火薬類取締

法施行令第

１６条第１

項第１号の

規定に基づ

く火薬類取

締法第３５

１件につき

４１，００

０円

を
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条第１項に

規定する特

定施設に係

る保安検査

又は同項の

規定に基づ

く火薬庫に

係る保安検

査

（１４

０）の

１３

高圧ガス保

安法（昭和

２６年法律

第２０４号

）第５条第

１項の規定

に基づく高

圧ガスの製

造の許可の

申請に対す

る審査

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第１

号に該

当する

者（移

動式製

造設備

（高圧

ガスの

製造の

ための

設備で

移動す

ること

ができ

るよう

に設計

したも

のをい

う。以

下この

処理容積（圧縮

、液化その他の

方法で１日に処

理することがで

きるガスの容積

をいう。以下こ

の号、次号及び

第１４０号の１

９において同じ

。）が１，００

０，０００立方

メートル以上１

０，０００，０

００立方メート

ル未満の設備

１件につき

３４０，０

００円

処理容積が５０

０，０００立方

メートル以上１

，０００，００

０立方メートル

未満の設備

１件につき

２２０，０

００円

処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

１件につき

１４０，０

００円

19



号、次

号及び

第１４

０号の

１９に

おいて

同じ。

）のみ

を使用

して高

圧ガス

の製造

をする

者を除

く。）

００，０００立

方メートル未満

の設備

処理容積が２５

，０００立方メ

ートル以上１０

０，０００立方

メートル未満の

設備

１件につき

１１０，０

００円

処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備

１件につき

８６，００

０円

処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備

１件につき

６８，００

０円

処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備

１件につき

５４，００

０円

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備

１件につき

３１，００

０円

高圧ガ

ス保安

法第５

処理容積が１０

，０００，００

０立方メートル

１件につき

９１，００

０円
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条第１

項第１

号に該

当する

者であ

って移

動式製

造設備

のみを

使用し

て高圧

ガスの

製造を

するも

の

以上の設備

処理容積が５，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００

，０００立方メ

ートル未満の設

備

１件につき

７５，００

０円

処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上５，０００，

０００立方メー

トル未満の設備

１件につき

６０，００

０円

処理容積が５０

０，０００立方

メートル以上１

，０００，００

０立方メートル

未満の設備

１件につき

４４，００

０円

処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備

１件につき

２７，００

０円

処理容積が２５

，０００立方メ

ートル以上１０

０，０００立方

メートル未満の

設備

１件につき

２１，００

０円

処理容積が５， １件につき
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０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備

１６，００

０円

処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備

１件につき

１３，００

０円

処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備

１件につき

１１，００

０円

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備

１件につき

７，４００

円

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第２

号に該

当する

者

冷凍能力が３，

０００トン以上

の設備

１件につき

１１０，０

００円

冷凍能力が１，

０００トン以上

３，０００トン

未満の設備

１件につき

８７，００

０円

冷凍能力が３０

０トン以上１，

０００トン未満

の設備

１件につき

６８，００

０円

冷凍能力が１０

０トン以上３０

０トン未満の設

１件につき

５４，００

０円
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備

冷凍能力が２０

トン以上１００

トン未満の設備

１件につき

３６，００

０円

（１４

０）の

１４

高圧ガス保

安法第１４

条第１項の

規定に基づ

く高圧ガス

の製造のた

めの施設の

位置、構造

若しくは設

備の変更の

工事又は製

造をする高

圧ガスの種

類若しくは

製造の方法

の変更の許

可の申請に

対する審査

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第１

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者（移

動式製

造設備

のみを

使用し

て高圧

ガスの

製造を

する者

を除く

。）

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積（当該変

更が設備の全部

又は一部を撤去

し、当該撤去す

る設備に代えて

新たに設備を設

置するものであ

る場合にあって

は、変更前の処

理容積から当該

撤去する設備に

係る処理容積を

控除した容積。

以下この号にお

いて同じ。）に

比して１，００

０，０００立方

メートル以上１

０，０００，０

００立方メート

ル未満増加する

場合

１件につき

２２０，０

００円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５００，０００

立方メートル以

１件につき

１５０，０

００円
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上１，０００，

０００立方メー

トル未満増加す

る場合

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１００，０００

立方メートル以

上５００，００

０立方メートル

未満増加する場

合

１件につき

９３，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満増加する場合

１件につき

６９，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００立方

メートル以上２

５，０００立方

メートル未満増

加する場合

１件につき

６１，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００立方

１件につき

５７，００

０円

24



メートル以上５

，０００立方メ

ートル未満増加

する場合

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル以上１，０

００立方メート

ル未満増加する

場合

１件につき

３９，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル未満増加す

る場合

１件につき

２６，００

０円

その他の場合 １件につき

１６，００

０円

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第１

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者であ

って移

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１０，０００，

０００立方メー

トル以上増加す

る場合

１件につき

６５，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００，０

００立方メート

１件につき

５３，００

０円
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動式製

造設備

のみを

使用し

て高圧

ガスの

製造を

するも

の

ル以上１０，０

００，０００立

方メートル未満

増加する場合

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００，０

００立方メート

ル以上５，００

０，０００立方

メートル未満増

加する場合

１件につき

４４，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５００，０００

立方メートル以

上１，０００，

０００立方メー

トル未満増加す

る場合

１件につき

３１，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１００，０００

立方メートル以

上５００，００

０立方メートル

未満増加する場

合

１件につき

１８，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

１件につき

１４，００
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理容積に比して

２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満増加する場合

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

５，０００立方

メートル以上２

５，０００立方

メートル未満増

加する場合

１件につき

１２，００

０円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１，０００立方

メートル以上５

，０００立方メ

ートル未満増加

する場合

１件につき

９，２００

円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

２００立方メー

トル以上１，０

００立方メート

ル未満増加する

場合

１件につき

８，２００

円

変更後の処理容

積が変更前の処

理容積に比して

１件につき

５，１００

円
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２００立方メー

トル未満増加す

る場合

その他の場合 １件につき

３，２００

円

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第２

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者

変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力（当該変

更が設備の全部

又は一部を撤去

し、当該撤去す

る設備に代えて

新たに設備を設

置するものであ

る場合にあって

は、変更前の冷

凍能力から当該

撤去する設備に

係る冷凍能力を

控除した能力。

以下この号にお

いて同じ。）に

比して３，００

０トン以上増加

する場合

１件につき

６９，００

０円

変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１，０００トン

以上３，０００

トン未満増加す

る場合

１件につき

６２，００

０円
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変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

３００トン以上

１，０００トン

未満増加する場

合

１件につき

５５，００

０円

変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１００トン以上

３００トン未満

増加する場合

１件につき

３８，００

０円

変更後の冷凍能

力が変更前の冷

凍能力に比して

１００トン未満

増加する場合

１件につき

３０，００

０円

その他の場合 １件につき

１６，００

０円

（１４

０）の

１５

高圧ガス保

安法第１６

条第１項の

規定に基づ

く高圧ガス

の貯蔵所の

設置の許可

の申請に対

する審査

１件につき

２５，００

０円

（１４

０）の

１６

高圧ガス保

安法第１９

条第１項の

変更後の貯蔵容積が変更

前の貯蔵容積に比して増

加する場合

１件につき

１４，００

０円
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規定に基づ

く第一種貯

蔵所の位置

、構造又は

設備の変更

の工事の許

可の申請に

対する審査

その他の場合 １件につき

１１，００

０円

（１４

０）の

１７

高圧ガス保

安法第２０

条第１項の

規定に基づ

く高圧ガス

の製造のた

めの施設の

完成検査

１件につき

第１４０号

の１３に掲

げる高圧ガ

スの製造の

許可の申請

を行う者及

び設備の区

分に応じ、

それぞれ当

該手数料の

金額の４分

の３に相当

する金額（

高圧ガス保

安法第５条

第１項の許

可に係る液

化石油ガス

の製造のた

めの施設で

あって、液

化石油ガス

の保安の確

保及び取引
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の適正化に

関する法律

（昭和４２

年法律第１

４９号）第

３７条の３

第１項の完

成検査を受

け、同法第

３７条の技

術上の基準

に適合して

いると認め

られたもの

の完成検査

にあっては

、６，１０

０円）

高圧ガス保

安法第２０

条第１項の

規定に基づ

く第一種貯

蔵所の完成

検査

１件につき

１８，７５

０円

高圧ガス保

安法第２０

条第３項の

規定に基づ

く高圧ガス

の製造のた

めの施設の

完成検査

１件につき

第１４０号

の１４に掲

げる高圧ガ

スの製造の

ための施設

の位置、構

造若しくは

に
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設備の変更

の工事又は

製造をする

高圧ガスの

種類若しく

は製造の方

法の変更の

許可の申請

を行う者及

び場合の区

分に応じ、

それぞれ当

該手数料の

金額の４分

の３に相当

する金額（

高圧ガス保

安法第１４

条第１項の

許可に係る

液化石油ガ

スの製造の

ための施設

であって、

液化石油ガ

スの保安の

確保及び取

引の適正化

に関する法

律第３７条

の３第１項

の完成検査

を受け、同

法第３７条
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の技術上の

基準に適合

していると

認められた

ものの完成

検査にあっ

ては、６，

１００円）

高圧ガス保

安法第２０

条第３項の

規定に基づ

く第一種貯

蔵所の完成

検査

１件につき

前号に掲げ

る場合の区

分に応じ、

それぞれ当

該手数料の

金額の４分

の３に相当

する金額

（１４

０）の

１８

高圧ガス保

安法第２２

条第１項の

規定に基づ

く輸入をし

た高圧ガス

及びその容

器の検査

容積１，０００立方メー

トル以上（液化ガスにあ

っては、質量１０トン以

上）の高圧ガスに係る検

査

１件につき

２７，００

０円

容積３００立方メートル

以上１，０００立方メー

トル未満（液化ガスにあ

っては、質量３トン以上

１０トン未満）の高圧ガ

スに係る検査

１件につき

２１，００

０円

容積３００立方メートル

未満（液化ガスにあって

は、質量３トン未満）の

高圧ガスに係る検査

１件につき

１３，００

０円

（１４ 高圧ガス保 高圧ガ 処理容積が１， １件につき
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０）の

１９

安法第３５

条第１項の

規定に基づ

く特定施設

の保安検査

ス保安

法第５

条第１

項第１

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者（移

動式製

造設備

のみを

使用し

て高圧

ガスの

製造を

する者

を除く

。）

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００

，０００立方メ

ートル未満の設

備

３７０，０

００円

処理容積が５０

０，０００立方

メートル以上１

，０００，００

０立方メートル

未満の設備

１件につき

２５０，０

００円

処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備

１件につき

１５０，０

００円

処理容積が２５

，０００立方メ

ートル以上１０

０，０００立方

メートル未満の

設備

１件につき

１２０，０

００円

処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備

１件につき

９５，００

０円

処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

１件につき

７５，００

０円
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ル未満の設備

処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備

１件につき

６０，００

０円

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備

１件につき

３３，００

０円

高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第１

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者であ

って移

動式製

造設備

のみを

使用し

て高圧

ガスの

製造を

するも

の

処理容積が１０

，０００，００

０立方メートル

以上の設備

１件につき

９５，００

０円

処理容積が５，

０００，０００

立方メートル以

上１０，０００

，０００立方メ

ートル未満の設

備

１件につき

８０，００

０円

処理容積が１，

０００，０００

立方メートル以

上５，０００，

０００立方メー

トル未満の設備

１件につき

６４，００

０円

処理容積が５０

０，０００立方

メートル以上１

，０００，００

０立方メートル

１件につき

４７，００

０円
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未満の設備

処理容積が１０

０，０００立方

メートル以上５

００，０００立

方メートル未満

の設備

１件につき

３１，００

０円

処理容積が２５

，０００立方メ

ートル以上１０

０，０００立方

メートル未満の

設備

１件につき

２２，００

０円

処理容積が５，

０００立方メー

トル以上２５，

０００立方メー

トル未満の設備

１件につき

２０，００

０円

処理容積が１，

０００立方メー

トル以上５，０

００立方メート

ル未満の設備

１件につき

１５，００

０円

処理容積が２０

０立方メートル

以上１，０００

立方メートル未

満の設備

１件につき

１２，００

０円

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備

１件につき

７，７００

円
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高圧ガ

ス保安

法第５

条第１

項第２

号に該

当する

同項の

許可を

受けた

者

冷凍能力が３，

０００トン以上

の設備

１件につき

１２０，０

００円

冷凍能力が１，

０００トン以上

３，０００トン

未満の設備

１件につき

９５，００

０円

冷凍能力が３０

０トン以上１，

０００トン未満

の設備

１件につき

７６，００

０円

冷凍能力が１０

０トン以上３０

０トン未満の設

備

１件につき

６０，００

０円

冷凍能力が２０

トン以上１００

トン未満の設備

１件につき

４２，００

０円

（１４

０）の

２０

高圧ガス保

安法施行令

（平成９年

政令第２０

号）第１８

条第２項第

３号の規定

に基づく高

圧ガス保安

法第４４条

第１項に規

定する容器

検査又は同

令第１８条

第２項第４

温度零

下５０

度以下

の液化

ガスを

充てん

するた

めの容

器に係

る容器

検査又

は容器

再検査

内容積１，００

０リットル以上

の容器

１個につき

１６，００

０円に１，

０００リッ

トル又は１

，０００リ

ットルに満

たない端数

を増すごと

に１，６０

０円を加え

た金額

容器再

検査の

場合に

限る。

内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

１個につき

１６，００

０円

内容積

が５０

０リッ
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号の規定に

基づく同法

第４９条第

１項に規定

する容器再

検査

未満の容器 トルを

超える

容器に

あって

は、容

器再検

査の場

合に限

る。

内容積５００リ

ットル未満の容

器

１個につき

６，６００

円

繊維強

化プラ

スチッ

ク複合

容器又

は圧縮

天然ガ

ス自動

車燃料

装置用

容器（

温度零

下５０

度以下

の液化

ガスを

充てん

するた

めの容

器を除

く。）

内容積１５０リ

ットル以上の容

器

１個につき

３２０円に

１０リット

ル又は１０

リットルに

満たない端

数を増すご

とに５７円

を加えた金

額

内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル未満の

容器

１個につき

３２０円

内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器

１個につき

２６０円

内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器

１個につき

１６０円

内容積１リット １個につき
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に係る

容器検

査又は

容器再

検査

ル未満の容器 １５０円

高強度

鋼容器

（温度

零下５

０度以

下の液

化ガス

を充て

んする

ための

容器、

繊維強

化プラ

スチッ

ク複合

容器又

は圧縮

天然ガ

ス自動

車燃料

装置用

容器を

除く。

）に係

る容器

検査又

は容器

再検査

内容積３０リッ

トル以上の容器

１個につき

２１０円に

１０リット

ル又は１０

リットルに

満たない端

数を増すご

とに３円を

加えた金額

内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器

１個につき

２１０円

内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器

１個につき

１６０円

内容積１リット

ル未満の容器

１個につき

１４０円
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その他

の容器

に係る

容器検

査又は

容器再

検査

内容積１，００

０リットル以上

の容器

１個につき

７，１００

円に１，０

００リット

ル又は１，

０００リッ

トルに満た

ない端数を

増すごとに

３８０円を

加えた金額

容器再

検査の

場合に

限る。

内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

未満の容器

１個につき

７，１００

円

内容積

が５０

０リッ

トルを

超える

容器に

あって

は、容

器再検

査の場

合に限

る。

内容積１５０リ

ットル以上５０

０リットル未満

の容器

１個につき

８００円

内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル未満の

容器

１個につき

２１０円

内容積５リット

トル以上３０リ

ットル未満の容

１個につき

１７０円
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器

内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器

１個につき

１１０円

内容積１リット

ル未満の容器

１個につき

８０円

（１４

０）の

２１

高圧ガス保

安法施行令

第１８条第

２項第６号

の規定に基

づく高圧ガ

ス保安法第

４９条の２

第１項に規

定する附属

品検査又は

同令第１８

条第２項第

７号の規定

に基づく同

法第４９条

の４第１項

に規定する

附属品再検

査

圧縮天

然ガス

自動車

燃料装

置用容

器、圧

縮水素

自動車

燃料装

置用容

器又は

圧縮水

素運送

自動車

用容器

に装置

される

附属品

に係る

附属品

検査又

は附属

品再検

査

内容積１５０リ

ットル以上の容

器

１個につき

３１円

内容積１５０リ

ットル未満の容

器

１個につき

２４円

その他

の容器

に装置

内容積１，００

０リットル以上

の容器

１個につき

１，１００

円

附属品

再検査

の場合
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される

附属品

に係る

附属品

検査又

は附属

品再検

査

に限る

。

内容積５００リ

ットル以上１，

０００リットル

未満の容器

１個につき

５４０円

内容積

が５０

０リッ

トルを

超える

容器に

あって

は、附

属品再

検査の

場合に

限る。

内容積５００リ

ットル未満の容

器

１個につき

２１円

（１４

０）の

２２

高圧ガス保

安法施行令

第１８条第

２項第８号

の規定に基

づく高圧ガ

ス保安法第

５０条第３

項に規定す

る容器検査

所の登録又

は登録の更

新の申請に

対する審査

１件につき

１６，００

０円

（１４

０）の

高圧ガス保

安法施行令

１件につき

１，４００

42



２３ 第１８条第

２項第３号

の規定に基

づく高圧ガ

ス保安法第

５４条第２

項に規定す

る容器に充

てんする高

圧ガスの種

類又は圧力

の変更に係

る刻印等

円

                                 」

改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表第１０８号の

改正規定は、公布の日から施行する。
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北九州市芸術文化施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１０号

北九州市芸術文化施設条例の一部を改正する条例

北九州市芸術文化施設条例（平成１５年北九州市条例第５５号）の一部を次

のように改正する。

別表第２の音楽堂のリハーサル室及び研修室使用料の項中「及び研修室使用

料」を「、練習室及び研修室使用料」に、

「

リハーサル室  円  円  円  円  円  円 

2,500  2,950  3,750  4,600  5,050  6,000  

                                」

「

リハーサル室  円  円  円  円  円  円 

2,500  2,950  3,750  4,600  5,050  6,000  

第１練習室  800   950  1,150  1,400  1,550  1,850  

第２練習室  700   850  1,050  1,250  1,400  1,700  

                                 」

改める。

付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

に

を

44



 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第１１号 

   北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に 

関する条例の一部を改正する条例 

北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年北九州市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

付則第６項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に改め

る。 

付 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第１２号

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正   

する条例

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１の保育所の項中

「

」

「

」

改め、同表の障害児入所施設の項中

「

」

「

」

改める。

別表第４の障害児入所施設の小池学園の項を削る。

   付 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

〃

中央〃

〃   八幡東区中

央一丁目１１番１号

〃   

堂山〃

〃   〃   枝

光四丁目１５番１号

〃

堂山〃

〃   八幡東区枝

光四丁目１５番１号

北九州市立総合療

育センター

北九州市小倉南区春

ケ丘１０番２号

〃    小池学

園

〃   若松区大字

小敷５８３番地の１

北九州市立総合療

育センター

北九州市小倉南区春

ケ丘１０番２号 

を

に

を

に
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北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第１３号

北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準   

等に関する条例の一部を改正する条例

北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。

第７条中「又は重度障害者等包括支援」を「、重度障害者等包括支援、就労

定着支援又は自立生活援助」に、「次条第２項において同じ。）は」を「同項

において同じ。）は」に改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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 北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第１４号 

北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

 第２条の見出し中「定数」を「定数等」に改め、同条各号列記以外の部分中

「国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）」を「国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第１１条第２項に規定す

る市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、北九州市国民健康保険

運営協議会（以下「協議会」という。）とし、協議会」に改め、「の各号」を

削る。 

 第６条中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という

。）」を「法」に改める。 

第８条第１項中「４万円」を「３万円」に改める。 

第１０条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第

２９条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に、「同項に規定する後

期高齢者支援金等賦課額」を「同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課

額」に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「同項第３号に規定す

る介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同

号に規定する介護納付金賦課額」に改める。 

 第１０条の３各号を次のように改める。 

 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額か

ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。)の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えら

れた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条、第１４条の２及び第１４条の１１において同じ。）の納付に要す

る費用（福岡県（以下「県」という。）が行う国民健康保険の一般被保

険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負
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担する高齢者医療確保法第１１８条第１項の規定による後期高齢者支援

金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保法附則

第７条第１項の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等

」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による

納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の

額  

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の

償還に要する費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する

費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並び

に入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険

者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用の額を除く。）  

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金

等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分

に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の

規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおい

て「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられ

た法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エに
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おいて同じ。）に係るものを除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び第２５条

の規定により減免することとなる額のうち一般被保険者に係る額の見込

総額を基準として算定した額並びに国民健康保険保険給付費等交付金（

退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除

く。）の額 

 第１１条及び第１２条中「その」を「世帯主の」に改める。 

 第１３条中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

 第１４条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年

度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、同項第３号ア中

「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数から」を

「数等を勘案して算定した数から」に改める。 

第１４条の２各号を次のように改める。 

 （１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う

国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。）の

額 

 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び第

２５条の規定により減免することとなる額のうち一般被保険者に係る額

の見込総額を基準として算定した額を除く。）の額 

第１４条の３及び第１４条の５中「その」を「世帯主の」に改める。 

 第１４条の１０第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度

の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、同項第３

号ア中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数か

らイ又はウに掲げる世帯」を「数等を勘案して算定した数から一般被保険者特
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定世帯」に改める。 

 第１４条の１１各号を次のように改める。 

 （１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び第

２５条の規定により減免することとなる額のうち介護納付金賦課被保険

者に係る額の見込総額を基準として算定した額を除く。）の額 

第１４条の１２中「その」を「世帯主の」に改める。 

 第１４条の１５第１項第２号及び第３号中「初日」を「前年度及びその直前

の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め

る。 

第２０条第１項中「その世帯」を「当該世帯主の世帯」に、「２７万円」を

「２７万５，０００円」に改め、同条第２項中「その」を「当該世帯主の」に

、「４９万円」を「５０万円」に改める。 

第２０条の２第１項中「世帯主又は当該」を「世帯主の」に、「若しくは」

を「又は」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第８条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保

険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例

による。 

３ 改正後の第１０条の３、第１３条、第１４条、第１４条の２、第１４条の

１０、第１４条の１１、第１４条の１５及び第２０条の規定は、平成３０年

度以後の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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 北九州市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第１５号 

北九州市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 北九州市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年北九州市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「第５５条第１項本文」の次に「（法第５５条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）」を加え、「病院等（同項」を「病院等（法第

５５条第１項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次に「（法

第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中

「第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する

場合を含む。）」を加え、「行った同号」を「行った法第５５条第２項第２号

」に改め、同条に次の１号を加える。 

 （５） 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項本文又

は第２項の規定の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するもの

とみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者 

   付 則  

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２条の規定は、この条例の施行の日以後に同条第２号から第５

号までのいずれかに該当するに至ったことにより被保険者となる者について

適用し、同日前に被保険者となった者については、なお従前の例による。 
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北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１６号

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する   

条例

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

５号）の一部を次のように改正する。

第２条中「精神保健福祉センター」の次に「、難病相談支援センター」を加

える。

別表第１中

精神保健福

祉センター

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律

第１２３号）第６条

の定めるところによ

る。

北九州市立精

神保健福祉セ

ンター

北九州市小倉北

区馬借一丁目７

番１号

精神保健福

祉センター

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律

第１２３号）第６条

の定めるところによ

る。

北九州市立精

神保健福祉セ

ンター

北九州市小倉北

区馬借一丁目７

番１号

難病相談支

援センター

難病の患者に対する

医療等に関する法律

（平成２６年法律第

５０号）第２９条第

１項の定めるところ

による。

北九州市難病

相談支援セン

ター

北九州市小倉北

区馬借一丁目７

番１号

改める。

   付 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

を

に

「

「

」

」
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北九州市難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく過料に関す

る条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１７号

北九州市難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく

過料に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法

律第５０号。以下「法」という。）第４７条の規定に基づく過料について定

めるものとする。

（過料）

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処する。

（１） 法第１１条第２項の規定による医療受給者証の返還を求められてこ

れに応じない者

（２） 正当な理由がなく、法第３５条第１項の規定による報告若しくは物

件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の

提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

   付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第１８号

北九州市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

北九州市旅館業法施行条例（平成１５年北九州市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。

 第２条の見出し中「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条各号

列記以外の部分中「第１条第１項第１１号」を「第１条第１項第８号」に、「

ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条第１号を次のように改める

。

（１） 客室は、他の客室を通行しないで出入りすることができる構造であ

ること。 

第２条第２号を削り、同条第３号ウ中「及び床面から少なくとも１メートル

の高さまでの内壁は、耐水材料で造られ、かつ」を「は」に改め、同号を同条

第２号とする。 

第３条を削る。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「第１条第３項第７号」を「第１条第２

項第７号」に改め、同項第１号中「、法第３条第１項の許可の申請に当たって

宿泊者の数を１０人未満とし、かつ、客室の延床面積を３３平方メートル未満

とする施設であって」を削り、同項第２号アを次のように改める。 

  ア 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。 

第４条第１項第２号中イ及びウを削り、エをイとし、オを削り、カをウとし

、同項第３号を削り、同条第２項中「第２条第３号」を「第２条第２号」に改

め、同条を第３条とする。 

第５条第１項各号列記以外の部分中「第１条第４項第５号」を「第１条第３

項第５号」に改め、同項第１号アを次のように改める。 

  ア 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。 

第５条第１項第１号中イ及びウを削り、エをイとし、オを削り、同項第２号

を削り、同条第２項中「第２条第３号」を「第２条第２号」に改め、同条を第

４条とする。 

第６条中「から第４条まで」を「及び第３条」に改め、同条を第５条とする

。 

 第７条の見出し中「営業」を「旅館業」に改め、同条を第６条とする。 

第８条各号列記以外の部分中「、照明、防湿」を削り、同条第１号中「営業
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」を「旅館業」に改め、同条第２号及び第３号を削り、同条第４号中「営業」

を「旅館業」に、「１日１回以上」を「定期的に」に改め、同号を同条第２号

とし、同条中第５号を第３号とし、第６号を第４号とし、同条第７号中「営業

」を「業務」に改め、同号を同条第５号とし、同条中第８号を第６号とし、第

９号を削り、同条第１０号スを削り、同号セ中「１日に１回以上」を「定期的

に」に改め、同号中セをスとし、ソをセとし、同号を同条第７号とし、同条中

第１１号を第８号とし、第１２号を第９号とし、同条を第７条とする。 

第９条中「第８条第２号アからエまで並びに同条第８号ア及びイ」を「、第

７条第６号ア及びイ」に改め、「、修学旅行等の団体を専ら宿泊させるものに

ついては同条第９号アの基準に関し」を削り、同条を第８条とする。

第１０条を第９条とし、第１１条を第１０条とし、第１２条を第１１条とす

る。 

   付 則

 この条例は、平成３０年６月１５日から施行する。

56



 北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第１９号 

   北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基 

   準に関する条例の一部を改正する条例 

 北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

 第９条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に「

（支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども

・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定

による通知）」を加える。 

 第１６条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２０号

北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正す

る条例

北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年北九州市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。

別表第３中第３１号を第３３号とし、第１０号から第３０号までを２号ずつ

繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。

（１０） 法第１２条の７第１項

の規定による２以上の事業者に

よる産業廃棄物の処理に係る特

例の認定

１件につき １４万７，０００円

（１１） 法第１２条の７第７項

の規定による２以上の事業者に

よる産業廃棄物の処理に係る特

例の認定に係る事項の変更の認

定

１件につき １３万４，０００円

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

58



北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２１号 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の家畜診療所の項中「農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省

令第９５号）第３３条」を「農業保険法施行規則（平成２９年農林水産省令第

６３号）第１１７条第１項」に、「の定める」を「が定める」に改める。 

付 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例をここに公

布する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２２号 

   北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条

第４項の規定に基づき、北九州市公営競技局に勤務する企業職員（以下「職

員」という。）の給与の種類及び基準を定めるものとする。

（給与の種類）

第２条 この条例で給与とは、給料及び手当とする。

２ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当

、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付

職員業績手当及び退職手当とする。

（給料）

第３条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を除

いたものとする。

２ 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ

、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなけ

ればならない。

（管理職手当）

第４条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊

性に基づき公営競技事業管理者（以下「管理者」という。）が指定するもの

について支給する。

（扶養手当）

第５条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

（地域手当）

第６条 地域手当は、全ての職員に対して支給する。

 （住居手当）

第７条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り
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受け、家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（管理者が

別に定める職員を除く。）

（２） 第９条第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を支給される職

員で、配偶者が居住するための住宅（管理者が別に定める住宅を除く。）

を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要が

あると認められるものとして管理者が別に定めるもの

 （通勤手当）

第８条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、そ

の運賃又は料金を負担することを常例とする職員及び自動車その他の交通の

用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

（単身赴任手当）

第９条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、

父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居して

いた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前

の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが

管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単

身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし

、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、管理者が別に定める基

準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

２ 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると

認められるものとして管理者が別に定める職員には、同項の規定に準じて、

単身赴任手当を支給する。

（特殊勤務手当）

第１０条 特殊勤務手当は、特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与につ

いて特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当

でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給

する。

（時間外勤務手当）

第１１条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

２ 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた

１週間の正規の勤務時間（以下この項において「割振り変更前の正規の勤務

時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更
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前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（管理者が別に定める時間を除

く。）に対して時間外勤務手当を支給する。

（宿日直手当）

第１２条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給す

る。

（夜間勤務手当）

第１３条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤

務することを命ぜられた職員には、その間の勤務した全時間に対して夜間勤

務手当を支給する。

（休日勤務手当）

第１４条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給す

る。

２ 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正

規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。正規の

勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給しない。

３ 前２項及び次条において「休日」とは、次に掲げる日（管理者に当該日に

代わる日を指定されて、当該日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職

員にあっては、当該日に代わる日）をいう。

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（当該休日が管理者が別に定める週休日と重複するときは、管理者が

定める日）

（２） １月１日（日曜日に当たる場合に限る。）、同月２日（月曜日に当

たる場合を除く。）、同月３日、１２月２９日、同月３０日及び同月３１

日

（管理職員特別勤務手当）

第１５条 第４条の規定に基づく管理者が指定する職にある職員で管理者が指

定するもの又は北九州市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１５

年北九州市条例第６２号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「特定任期付職員」という。）が臨時又は緊急の必要等により

管理者が別に定める週休日又は休日（次項において「週休日等」という。）

に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の

臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前５時までの
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間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管

理職員特別勤務手当を支給する。

（期末手当）

第１６条 期末手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する職員に対

して支給する。これらの日前１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法（

昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項

の規定により失職し、又は死亡した職員（管理者が別に定める職員を除く。

）についても同様とする。

（勤勉手当）

第１７条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する職員に対

し、その者のそれぞれの日以前における直近の人事評価の結果及びそれぞれ

の日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの

日前１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（管理者が別に

定める職員を除く。）についても同様とする。

（特定任期付職員業績手当）

第１８条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員

に対して、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

（退職手当）

第１９条 職員が退職した場合には、その者（死亡による退職の場合にはその

遺族）に退職手当を支給する。

２ 管理者は、北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２

５号）の適用を受ける職員の例により、退職手当について、支払われる前に

あってはその支給を制限し、支払われた後にあっては当該退職手当の額の全

部若しくは一部を返納させ、又は当該退職手当の額の全部若しくは一部に相

当する額を納付させることができる。

（支給額決定の基準）

第２０条 職員の給与の額は、北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年

北九州市条例第２４号）の適用を受ける職員の給与の額並びに公営企業の特

殊性及び実情を考慮して定めるものとする。

（給与の減額）

第２１条 職員が勤務しないときは、管理者が別に定める場合を除くほか、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支
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給する。

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与）

第２２条 北九州市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２１年北九州市

条例第６号）第２条の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員に対し

ては、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

（配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与）

第２３条 北九州市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年北九州市

条例第５７号）第２条の規定による配偶者同行休業の承認を受けた職員に対

しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第２４条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）

第２条第１項の規定に基づく育児休業の承認を受けた職員に対しては、育児

休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び

勤勉手当については、この限りでない。

（臨時職員及び非常勤職員の給与）

第２５条 臨時的任用職員及び常勤を要しない職員（地方公務員法第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）の給与について

は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定める。

（再任用職員等についての適用除外）

第２６条 第５条、第７条及び第１９条の規定は、地方公務員法第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員には適用しない。

２ 第５条、第７条、第９条及び第１９条の規定は、地方公務員の育児休業等

に関する法律第１８条第１項又は北九州市一般職の任期付職員の採用に関す

る条例第４条の規定により採用された職員には適用しない。

（特定任期付職員についての適用除外）

第２７条 第４条、第５条、第７条、第１１条、第１３条、第１４条第２項及

び第１７条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

64



北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２３号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１ 公園施設の設置・管理の使用料の表の公園施設の管理の項中

改める。

付 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

北九州市民球場売店 １月につき ２，０００

高塔山売店 １月につき ８，０００

北九州市民球場売店 １月につき ２，０００

を

に

「

」

」

「
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２４号

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

別表第２の吉志北地区地区整備計画区域の項中「第５条第１５項」を「第５

条第１７項」に改め、同表の大里本町地区地区整備計画区域の沿道地区の項、

大里本町地区地区整備計画区域の文化観光地区の項及び大里本町地区地区整備

計画区域の駅前Ｂ地区の項中「（り）項第３号」を「（ぬ）項第３号」に改め

、同表の泉台地区地区整備計画区域の低層住宅地区の項中「第５条第１５項」

を「第５条第１７項」に改め、同表の上葛原西地区地区整備計画区域の流通業

務Ａ地区の項中「別表第２（り）項第２号」を「別表第２（ぬ）項第２号」に

改め、同表の上葛原西地区地区整備計画区域の流通業務Ｂ地区の項及び上葛原

東地区地区整備計画区域の流通業務Ａ地区の項中「別表第２（り）項第４号」

を「別表第２（ぬ）項第４号」に改め、同表の上葛原東地区地区整備計画区域

の流通業務Ｂ地区の項中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に、「別表

第２（り）項第４号」を「別表第２（ぬ）項第４号」に改め、同表の上葛原東

地区地区整備計画区域の沿道地区の項中「別表第２（り）項第４号」を「別表

第２（ぬ）項第４号」に改め、同表の空港北町地区地区整備計画区域の航空関

連施設集積地区の項及び空港北町地区地区整備計画区域の空港関連サービス業

集積地区の項中「別表第２（り）項第４号及び（ぬ）項第２号」を「別表第２

（ぬ）項第４号及び（る）項第２号」に、「第１３０条の９の２」を「第１３

０条の９の５」に改め、同表の曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ａ地区

の項、曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ｂ地区の項、曽根地区地区整備

計画区域の医療・生活Ｃ地区の項、舞ケ丘地区地区整備計画区域の利便福祉施

設地区の項、吉田にれの木坂地区地区整備計画区域の住宅地区の項、青葉台サ

イエンスパーク地区整備計画区域の研究開発・福祉関連施設地区の項、乙丸地

区地区整備計画区域の沿道地区の項、北九州学術研究都市南部地区地区整備計

画区域の教育施設・住宅地区の項及び北九州学術研究都市南部地区地区整備計

画区域の研究・文化・利便施設地区の項中「第５条第１５項」を「第５条第１

７項」に改め、同表の若松南海岸通り地区地区整備計画区域の項中「第１３０
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条の９の２」を「第１３０条の９の５」に改め、同表の山路松尾町地区地区整

備計画区域の低層住宅Ａ地区の項及び山路松尾町地区地区整備計画区域の低層

住宅Ｂ地区の項中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に改め、同表の東

田西部地区地区整備計画区域の業務・利便施設地区の項中「別表第２（り）項

第３号」を「別表第２（ぬ）項第３号」に、「別表第２（り）項第４号」を「

別表第２（ぬ）項第４号」に改め、同表の泉ケ浦二丁目地区地区整備計画区域

の住宅地区の項中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に改め、同表の北

九州テクノパーク八幡西地区地区整備計画区域の頭脳型産業地区の項中「別表

第２（り）項第３号」を「別表第２（ぬ）項第３号」に、「別表第２（り）項

第４号」を「別表第２（ぬ）項第４号」に改め、同表の幸神・岸の浦地区地区

整備計画区域の住宅・利便施設地区の項中「第５条第１５項」を「第５条第１

７項」に改め、同表の陣原駅南口地区地区整備計画区域の商業業務地区の項中

「別表第２（り）項」を「別表第２（ぬ）項」に改め、同表の曲里地区地区整

備計画区域の項中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」

に改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

67



北九州市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第２５号

北九州市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例

北九州市特別工業地区建築条例（昭和５６年北九州市条例第９号）の一部を

次のように改正する。

別表第３号中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表第５

号中「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表第３号の改正

規定は、公布の日から施行する。
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北九州市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築

物の制限の緩和に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第２６号

北九州市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーション

に係る建築物の制限の緩和に関する条例の一部を改正する条例

北九州市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築

物の制限の緩和に関する条例（平成２６年北九州市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。

第２条中「この条例」を「前項に規定するもののほか、この条例」に改め、

同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１） 運動施設 体育館、水泳場、野球場、陸上競技場、庭球場、弓道場

及び武道場をいう。

（２） レクリエーション施設 広場及び運動場をいう。

第３条中「第１２項」を「第１３項」に改める。

別表中

特別用途地区の名称 建築することができる建築物   

特別用途地区の名称 建築することができる建築物

特別用途地区スポー

ツ・レクリエーショ

ン地区（桃園地区）

（１） 運動施設及びこれに付属する観覧

場でこれらの床面積の合計が１万平方メ

ートル以内のもの（第３号に掲げるもの

を除く。）

（２） 運動施設及びこれに付属する建築

物でこれらの床面積の合計が３，０００

平方メートルを超え１万平方メートル以

内のもの（次号に掲げるものを除く。）

（３） 運動施設並びにこれに付属する建

築物及び観覧場でこれらの床面積の合計

が１万平方メートル以内のもの

（４） レクリエーション施設に付属する

「

」

「

を

に
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 観覧場で床面積が１万平方メートル以内

のもの

改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

」
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北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２７号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

北九州市消防団員等公務災害補償条例 ( 昭和４１年北九州市条例第３０号 )

の一部を次のように改正する。 

第３条第３項各号列記以外の部分中「、第１号」の次に「又は第３号から第

６号までのいずれか」を加え、「３３３円を」を「１人につき２１７円を」に

改め、「２６７円（消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、そのう

ち１人については」及び「 ) を、第３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき２１７円 ( 消防団員等に第１号に該当する者及

び第２号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち１人については３００

円 ) 」を削る。 

付 則 

( 施行期日 )  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

( 経過措置 )  

２ 改正後の第３条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた北九州市消防団員等公務災害補償条例第３条第１項に規定する公

務災害補償 ( 以下「公務災害補償」という。 ) 並びに同日前に支給すべき事

由の生じた同日以後の期間に係る同条例第２条第３号に規定する傷病補償年

金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族

補償年金 ( 以下「傷病補償年金等」という。 ) について適用し、同日前に支

給すべき事由の生じた公務災害補償 ( 傷病補償年金等を除く。 ) 及び同日前

に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、

なお従前の例による。

71



 地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２８号 

地方独立行政法人北九州市立病院機構評価委員会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下

「法」という。）第１１条第２項第６号及び第４項の規定に基づき、地方独

立行政法人北九州市立病院機構評価委員会（以下「委員会」という。）の所

掌事務並びに組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （条例に基づく所掌事務） 

第２条 委員会は、法に定めるもののほか、次に掲げる事項を処理する。 

（１） 法第２６条第１項に規定する中期計画の作成及び変更に関する認可

について、市長に意見を述べること。 

（２） 法第２８条第１項各号に規定する当該事業年度における業務の実績

に関する評価及び同項第３号に規定する中期目標の期間における業務の実

績に関する評価について、市長に意見を述べること。 

２ 評価委員会は、前項各号の意見を述べたときは、その内容を公表しなけれ

ばならない。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員を

置くことができる。 

（委員等の任命） 

第４条 委員は、医療又は経営に関し学識経験のある者その他市長が適当と認

める者のうちから市長が任命する。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者その他市長が適当と

認める者のうちから市長が任命する。 

（委員等の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ

れるものとする。 
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（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職

務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ

、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したも

のの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

73



 北九州市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２９号 

   北九州市介護保険条例の一部を改正する条例 

北九州市介護保険条例（平成１２年北九州市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条第１項各号列記以外の部分中「平成２７年度から平成２９年度まで

」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「３４，２

００円」を「３６，５４０円」に改め、同項第２号中「４７，８８０円」を「

５１，１５０円」に改め、同項第３号中「５１，３００円」を「５４，８１０

円」に改め、同項第４号中「６１，５６０円」を「６５，７７０円」に改め、

同項第５号中「６８，４００円」を「７３，０８０円」に改め、同項第６号中

「７８，６６０円」を「８４，０４０円」に改め、同号ア中「規定する合計所

得金額」の次に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を

控除して得た額とする。）」を加え、同項第７号中「８２，０８０円」を「８

７，６９０円」に改め、同項第８号中「８５，５００円」を「９１，３５０円

」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改め、同項第９号中「

１０２，６００円」を「１０９，６２０円」に改め、同号ア中「１９０万円」

を「２００万円」に改め、同項第１０号中「１１９，７００円」を「１２７，

８９０円」に改め、同項第１１号中「１３６，８００円」を「１４６，１６０

円」に改め、同項第１２号中「１４３，６４０円」を「１５３，４６０円」に

改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度

から平成３２年度まで」に改める。 

第１２条第３項中「若しくはハ」を「若しくはニ」に、「若しくは第４号ロ

又は第１０条第１項第５号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ若しくは第９号

イ」を「、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第１０条第１項第６号イ、第７号イ

、第８号イ、第９号イ、第１０号イ若しくは第１１号イ」に、「第４号まで又

は第１０条第１項第５号から第９号まで」を「第５号まで又は第１０条第１項

第６号から第１１号まで」に改める。 

第２６条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

付則第１０項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 
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付則第１１項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に改

め、同項の表中 

「 

 を 

」 

「 

」 

改める。 

別表中第１８号を第２２号とし、第１７号を第２１号とし、第１６号を第１

９号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（ ２ ０ ） 法第１１５条の３５第３項の規

定による介護サービス情報のう

ち厚生労働省令で定めるものに

ついての調査

１件につき１９，

０００円

別表中第１５号を第１８号とし、第１４号を第１７号とし、第１３号を第１

６号とし、第１２号の次に次の３号を加える。 

（ １ ３ ） 法第１０７条第１項の規定に基

づく介護医療院の開設の許可の

申請に対する審査

１件につき６３，

０００円

（ １ ４ ） 法第１０７条第２項の規定に基

づく介護医療院の変更の許可（

構造設備の変更を伴うものに限

る。）の申請に対する審査

１件につき３３，

０００円

（ １ ５ ） 法第１０８条第１項の規定に基

づく介護医療院の開設の許可の

更新の申請に対する審査

１件につき３３，

０００円

旧介護保険法第１０８条第１項の規定に基づ

く指定介護療養型医療施設の指定の変更の申

請に対する審査 

１件につき２５，

０００円 

旧介護保険法第１０８条第１項の規定に基づ

く指定介護療養型医療施設の指定の変更の申

請に対する審査 

１件につき２５，

０００円 

旧介護保険法第１１５条の３５第３項の規定

による介護サービス情報のうち厚生労働省令

で定めるものについての調査 

１件につき１９，

０００円 

に
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付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１２条第３項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （保険料率に関する経過措置） 

２ 改正後の北九州市介護保険条例の規定にかかわらず、平成２７年度から平

成２９年度までの各年度における保険料率については、なお従前の例による

。 
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北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第３０号

北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設   

備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成２４年北九州市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条中「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の５の１５第３

項第１号」に、「及び第２４条の９第２項」を「、第２１条の５の１９第２項

及び第２４条の９第３項」に改め、「第２４条の１０第４項」の次に「及び第

２４条の１３第２項」を加え、「第２１条の５の１５第３項」を「第２１条の

５の１５第４項」に改める。

第７条中「指定障害児通所支援事業者等」の次に「（居宅訪問型児童発達支

援及び保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者等を除く。次条第２

項において同じ。）」を加え、「（次条及び第９条において「通所支援事業者

等」という。）」を削る。

第８条第１項中「、通所支援事業者等」を「、指定障害児通所支援事業者等

及び基準該当通所支援の事業を行う者（この項及び次条において「通所支援事

業者等」という。）」に改め、同条第２項中「通所支援事業者等」を「指定障

害児通所支援事業者等及び基準該当通所支援の事業を行う者」に改める。

付 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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